
　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
辺
見
　
聡

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

佐
藤
整
形
外
科
・
リ
ウ
マ
チ
科
　
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
七
年
六
月
一
日

青
森
市
奥
野
一
︱
五
︱
八

い
わ
さ
き
整
形
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
七
年
六
月
一
日

青
森
市
南
佃
二
丁
目
八
番
一
号

あ
お
も
り
腎
透
析
・
泌
尿
器
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
七
年
六
月
一
日

青
森
市
西
大
野
一
丁
目
一
五
番
地
七

あ
お
も
り
ベ
イ
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
七
年
六
月
一
日

青
森
市
長
島
一
丁
目
六
番
六
号
ク
ロ
ス
タ
ワ
︱
Ａ
・

Ｂ
Ａ
Ｙ
三
Ｆ

む
な
か
た
皮
ふ
科
ス
キ
ン
ケ
ア
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
七
年
六
月
一
日

青
森
市
篠
田
二
丁
目
一
九
番
三
号

阿
部
レ
デ
ィ
︱
ス
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
七
年
六
月
一
日

青
森
市
大
字
石
江
字
江
渡
七
三
番
地
の
三

い
と
う
胃
腸
科
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
七
年
六
月
一
日

弘
前
市
大
字
早
稲
田
二
丁
目
八
番
地
七

ふ
く
だ
脳
神
経
・
整
形
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
七
年
六
月
一
日

弘
前
市
大
字
早
稲
田
一
丁
目
四
︱
四

七  

五   

三

十    



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

名　

称　

所　

在　

指

定

年

月

日

地　

弘
前
駅
前
メ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
七
年
六
月
一
日

弘
前
市
大
字
駅
前
町
六
番
一
一
号

き
く
皮
膚
科

令
和
七
年
六
月
一
日

八
戸
市
日
計
一
丁
目
二
番
五
一
号

や
わ
た
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
七
年
六
月
一
日

八
戸
市
大
字
八
幡
字
下
樋
田
一
番
地
四

え
と
内
科
医
院

令
和
七
年
六
月
一
日

十
和
田
市
西
三
番
町
一
︱
二
八

旭
日
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
七
年
六
月
四
日

上
北
郡
東
北
町
大
字
上
野
字
南
谷
地
二
五
八
︱
一

田
中
医
院

令
和
七
年
六
月
一
日

三
戸
郡
五
戸
町
字
鍜
冶
屋
窪
上
ミ
三
三
︱
二



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
辺
見
　
聡

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

青
森
駅
前
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
七
年
六
月
一
日

青
森
市
安
方
一
丁
目
三
番
二
五
号
　
小
田
島
ビ
ル
二

Ｆ

こ
な
か
の
歯
科
よ
し
だ

令
和
七
年
六
月
十
五
日

八
戸
市
小
中
野
四
︱
八
︱
一
二

中
里
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
七
年
六
月
一
日

八
戸
市
大
字
鷹
匠
小
路
一
二
番
地
一

医
療
法
人
　
み
き
の
が
は
ら
歯
科
医
院

令
和
七
年
六
月
一
日

十
和
田
市
東
一
番
町
一
〇
︱
一

七  

五   

三

十    



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
辺
見
　
聡

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

中
央
薬
品
︵
株
︶
中
央
調
剤
薬
局
篠
田
支
店

令
和
七
年
六
月
一
日

青
森
市
篠
田
二
丁
目
一
九
番
二
号

ハ
ッ
ピ
︱
調
剤
薬
局
弘
前
城
東
店

令
和
七
年
六
月
三
日

弘
前
市
田
園
三
丁
目
五
︱
一
二

七  

五   

三

十    


